
 

 

令和７年度第２回鋸南町国民健康保険運営協議会会議次第 

 

                     日 時：令和８年２月５日（木） 

                         午後４時 

                     場 所：鋸南町役場２階委員会室 

 

１．開   会 

 

 ２．町 長 挨 拶 

 

３．議   件 

（１）令和７年度鋸南町国民健康保険特別会計補正予算見込について 

（２）令和８年度鋸南町国民健康保険特別会計当初予算見込について 

  （３）鋸南町国民健康保険条例の一部改正について 

  （４）その他 

   

４．閉   会 
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【歳入】 （単位：千円）

令和６年度

決算額 予算現額 補正額 補正後予算額

1 170,427 166,750 △ 2,550 164,200

167,021 163,250 △ 2,050 161,200

医療分 111,499 111,325 △ 1,225 110,100

後期支援金 42,405 39,833 △ 733 39,100

介護納付金 13,117 12,092 △ 92 12,000

3,406 3,500 △ 500 3,000

2 435 330 0 330

435 330 0 330

3 696,095 797,580 2,453 800,033

664,628 769,080 △ 400 768,680

31,467 28,500 2,853 31,353

4 0 1 △ 1 0

5 101,569 79,776 △ 147 79,629

81,569 79,776 △ 8,147 71,629

20,000 0 8,000 8,000

6 13,093 12,666 0 12,666

7 869 465 108 573

982,488 1,057,568 △ 137 1,057,431

1

基金繰入金

一般会計繰入金

特別交付金

普通交付金

合　　　　計

財産収入

繰越金

諸収入

繰入金

令和７年度鋸南町国民健康保険特別会計補正予算

令和７年度

国民健康保険料

滞納繰越分

現年度分

県支出金

国庫支出金

区　　　　分

国庫補助金



【歳出】 （単位：千円）

令和６年度

決算額 予算現額 補正額 補正後予算額

1 11,937 13,353 0 13,353

2 665,850 771,781 △ 400 771,381

一般分 663,032 766,179 0 766,179

療養給付費 575,995 657,520 0 657,520

療養費 2,072 3,094 0 3,094

高額療養費 84,965 105,565 0 105,565

1,237 2,400 △ 400 2,000

高額介護合算費 181 500 0 500

0 1 0 1

500 1,500 0 1,500

900 1,200 0 1,200

0 1 0 1

3 255,373 232,127 0 232,127

5 25,978 24,387 △ 800 23,587

6 6,600 6,400 0 6,400

7 4,083 4,520 1,063 5,583

8 0 5,000 0 5,000

969,821 1,057,568 △ 137 1,057,431

基金積立金

国保事業費納付金

区　　　　分

総務費

移送費

保健事業費

傷病手当金

令和７年度

出産育児一時金

令和７年度鋸南町国民健康保険特別会計補正予算

予備費

2

保険給付費

葬祭費

諸支出金

審査支払手数料

合　　　　計
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○令和７年度　療養費給付の状況

過去2ヵ年

支　払　額 前年度比 支　払　額 前年度比 平　均　額 支　払　額 前年度比

5　　月 53,944,990 87.31 49,642,257 92.02 51,793,624 54,785,297 110.36

6　　月 51,053,544 80.15 52,540,800 102.91 51,797,172 49,625,989 94.45

7　　月 57,731,832 91.02 47,655,597 82.55 52,693,715 50,828,058 106.66

8　　月 47,346,961 80.31 48,182,947 101.77 47,764,954 46,810,771 97.15

9　　月 51,008,834 79.18 53,512,038 104.91 52,260,436 53,474,049 99.93

10　　月 62,429,341 125.84 46,059,323 73.78 54,244,332 59,668,709 129.55

11　　月 54,019,756 98.21 41,206,538 76.28 47,613,147 48,060,237 116.63

12　　月 49,590,224 99.92 52,062,194 104.98 50,826,209 52,261,298 100.38

1　　月 55,158,712 98.97 44,876,937 81.36 50,017,825 48,926,115 109.02

2　　月 55,789,907 89.57 45,256,087 81.12 50,522,997 59,668,709 131.85

3　　月 55,066,035 95.98 53,985,050 98.04 54,525,543 59,668,709 110.53

4　　月 53,346,884 115.22 44,323,850 83.09 48,835,367 59,668,709 134.62

1月までの計 482,284,194 92.34 435,738,631 90.35 459,011,413 464,440,523 106.59

1月までの平均 53,587,133 92.34 48,415,403 90.35 51,001,268 51,604,503 106.59

合　　計 646,487,020 93.93 579,303,618 89.61 612,895,319 643,446,650 111.07

補正後額 662,614,000

差引 19,167,350

※R7.2～4　年度内最大支払額を計上

4

療養諸費

（単位:円・％）

支払月

令和５年度 令和６年度 令和７年度



○令和７年度　療養費給付の状況

過去2ヵ年

支　払　額 前年度比 支　払　額 前年度比 平　均　額 支　払　額 前年度比

4　　月 6,118,618 64.66 8,519,023 139.23 7,318,821 6,329,136 74.29

5　　月 8,769,197 85.39 6,946,547 79.22 7,857,872 8,304,426 119.55

6　　月 7,998,317 86.06 7,060,140 88.27 7,529,229 7,632,871 108.11

7　　月 8,596,213 85.08 6,326,474 73.60 7,461,344 9,066,013 143.30

8　　月 5,560,735 61.05 6,918,765 124.42 6,239,750 6,818,269 98.55

9　　月 6,779,611 62.54 7,427,849 109.56 7,103,730 8,104,572 109.11

10　　月 10,070,003 142.56 7,441,256 73.90 8,755,630 10,574,829 142.11

11　　月 8,437,372 101.84 5,009,485 59.37 6,723,429 6,903,391 137.81

12　　月 7,166,073 115.00 7,605,128 106.13 7,385,601 8,654,700 113.80

1　　月 8,075,826 103.25 6,578,649 81.46 7,327,238 7,825,485 118.95

2　　月 8,613,895 98.30 6,502,040 75.48 7,557,968 10,574,829 162.64

3　　月 9,816,513 104.56 8,629,343 87.91 9,222,928 10,574,829 122.55

1月までの計 77,571,965 87.67 69,833,316 90.02 73,702,641 80,213,692 114.86

1月までの平均 7,757,197 87.67 6,983,332 90.02 7,370,265 8,021,369 114.86

合　　計 96,002,373 90.03 84,964,699 88.50 90,483,536 101,363,350 119.30

補正後額 105,565,000

差引 4,201,650

※R7.2～3　年度内最大支払額を計上

5

高額療養費

（単位:円・％）

支払月

令和５年度 令和６年度 令和７年度



121,278

171,278

146,278

206,710

187,910

155,000

87,000

54,082

49,736

49,720

28,000 △ 16,600 168,810

7,700

85

0

平成15年度

平成16年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

51,278

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

利子

240

令和２年度

令和３年度

0

0

0

0

0

1

鋸南町国民健康保険財政調整基金積立状況

計

0

40,000

36,000

43,117

年 度

0

2

0

30,100

42,114

21,765

27,082

（ 単位：千円 ）

累計取り崩し積立

0 240
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令和６年度収入済額

1/2

33,654

36,933

36,558

69,975

49,940

27,915
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△ 25,000
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令和６年度 6,600

（単位：円）

令和７年度 6,400 0

令和６年度支出済額

△ 18,800

160,881

160,881

160,883

160,883

160,883

200,883

181,883

175,000

160,000

153,810

185,410令和４年度 9,500 0 12,000 △ 2,500

令和５年度 11,400 0



【歳入】

当初予算額 構成比％ 当初予算額 構成比％ 増減額 増減率％

1 156,008 15.7 160,103 15.4 4,095 2.6

現年度分 152,508 15.3 156,603 15.1 4,095 2.7

医療分 101,602 10.2 102,670 9.9 1,068 1.1

後期支援金 38,920 3.9 36,400 3.5 △ 2,520 △ 6.5

介護納付金 11,986 1.2 12,494 1.2 508 4.2

子ども子育
て支援金

0 0.0 5,039 0.5 5,039 100.0

滞納繰越分 3,500 0.4 3,500 0.3 0 0.0

2 0 0.0 0 0.0 0

3 741,238 74.4 797,421 76.9 56,183 7.6

712,738 71.5 768,680 74.1 55,942 7.8

28,500 2.9 28,741 2.8 241 0.8

4 1 0.0 0 0.0 △ 1 △ 100.0

5 85,443 8.6 79,247 7.6 △ 6,196 △ 7.3

一般会計繰入金 85,443 8.6 79,247 7.6 △ 6,196 △ 7.3

基金繰入金 0 0.0 0 0.0 0 0.0

6 13,092 1.3 1 0.0 △ 13,091 △ 100.0

7 465 0.0 427 0.0 △ 38 △ 8.2

996,247 100 1,037,199 100 40,952 4.1

令和７年度 令和８年度

区　　　　分

普通交付金

県支出金

繰入金

特別交付金

令和８年度鋸南町国民健康保険特別会計当初予算見込

7

保険料

国庫支出金

前年度比較

（単位：千円）

財産収入

合　　　　計

繰越金

諸収入



【歳出】

当初予算額
構成
比％

当初予算額
構成
比％

増減額 増減率％

1 13,353 1.3 14,085 1.4 732 5.5

2 715,439 71.8 771,180 74.4 55,741 7.8

一般分 709,837 71.3 766,179 73.9 56,342 7.9

療養給付費 616,283 61.9 657,520 63.4 41,237 6.7

療養費 3,094 0.3 3,094 0.3 0 0.0

高額療養費 90,460 9.1 105,565 10.2 15,105 16.7

2,400 0.2 2,000 0.2 △ 400 △ 16.7

高額介護合算療養費 500 0.1 500 0.0 0 0.0

移送費 1 0.0 1 0.0 0 0.0

1,500 0.2 1,500 0.1 0 0.0

1,200 0.1 1,000 0.1 △ 200 △ 16.7

1 0.0 0 0.0 △ 1 △ 100.0

3 232,127 23.3 215,739 20.8 △ 16,388 △ 7.1

医療分 158,932 16.0 141,514 13.6 △ 17,418 △ 11.0

55,866 5.6 51,319 4.9 △ 4,547 △ 8.1

17,329 1.7 17,647 1.7 318 1.8

0 0.0 5,259 0.5 5,259 100.0

5 29,724 3.0 30,591 2.9 867 2.9

6 1 0.0 1 0.0 0 0.0

7 603 0.1 603 0.1 0 0.0

8 5,000 0.5 5,000 0.5 0 0.0

996,247 100.0 1,037,199 100 40,952 4.1

後期分

介護分

子ども子育て支援分

保険給付費

基金積立金

諸支出金

令和８年度鋸南町国民健康保険特別会計当初予算見込

審査支払手数料

前年度比較

国保事業費納付金

総務費

保健事業費

合　　　　計

予備費

傷病手当金

葬祭費

8

（単位：千円）

令和７年度 令和８年度

区　　　　分

出産育児一時金
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１０ 

鋸南町国民健康保険条例改正の概要 
１．子ども・子育て支援金の創設 

子ども・子育て支援法等の一部改正により、令和８年度の国民健康保険料から 

「子ども・子育て支援金分」を徴収するため、賦課基準等の規定を追加する。 

２．保険料賦課限度額の引き上げ 

《改正前》      《改正後》 

医療保険分 ６６万円  ６７万円 

後期高齢者支援金分 ２６万円  ２６万円 

 介護保険分 １７万円  １７万円 

子ども・子育て支援金分 ―  ３万円 

合   計  １０９万円  １１３万円 

 

３．保険料軽減判定の引き上げ 

 ①５割軽減判定所得 

《改正前》43万円+(30万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数−1) 

《改正後》43万円+(31万円 ×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数−1) 

 ②２割軽減判定所得 

  《改正前》43万円+(56万円 ×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数−1) 

  《改正後》43万円+( 57万円 ×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数−1) 

 

○施行日：令和８年４月１日 



（案） 
 
 
第３期鋸南町保健事業実施事業計画（データヘルス計画） 

≪令和 8 年度～令和 11 年度≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋸南町 
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1  

第１章 計画の策定に当たって 

 
１．計画策定の背景・目的 

平成 25 年 6 月 14 日に、日本再興戦略が閣議決定され、その中の１つのプランである「戦略市場創

造プラン」に、国民の健康寿命の延伸がテーマにあげられ、「全ての健康保険組合に対し、レセプト

等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計

画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を行うことを推進することとされた。 

更に、平成 26 年 3 月 31 日には、国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針※1におい

て、保険者が健康・医療情報を活用して被保険者の健康課題の分析等を行うための基盤の整備が進ん

でいることを踏まえ、健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健

事業の実施を図るための保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策定した上で、保健事業の実施

及び評価を行うものとした。 

その後、平成 30 年 4 月から都道府県が財政運営の責任主体として共同保険者となり、また、令和 ２

年 7 月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2020（骨太方針 2020）」において、保険者の

データヘルスの計画の標準化等の取組の推進が掲げられ、令和 4 年 12 月に経済財政諮問会議におけ

る「新経済・財政再生計画改革工程表 2022」において、「保険者が策定するデータヘルス計画の手引き

の改定等を行うとともに、当該計画の標準化の伸展にあたり、保険者共通の指標やアウトカムベース

での適切なＫＰＩ※2 の設定を推進する。」と示された。 

このように、全ての保険者にデータヘルス計画の策定が求められ、効果的・効率的な保健事業の実

施に向けて、標準化の取組の推進や評価指標の設定の推進が進められている。 

この計画の目的は、被保険者のＱＯＬの向上と健康寿命の延伸及び医療費の適正化を目指し、デー

タ分析に基づく保健事業計画を策定し、それに基づく保健事業を展開し、ＰＤＣＡサイクルに沿った

継続的な事業を実施することである。 

 

※1 平成 16 年厚生労働省告示 307 号 

※2 Key Performance Indicator の略称。重要業績評価指標。 

 

２．計画の位置づけ 

データヘルス計画とは、健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な

保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画である。計画の策定及び計画の事業評価にあたって

は、特定健康診査の結果、レセプト、KDB システムの健康医療情報等のデータを活用して行う。 (図

表１、図表２) 

また、データヘルス計画は、「21 世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21（第３次））」に

示された基本方針を踏まえるとともに、「健康ちば 21（第３次）」で用いた評価指標を用いるなど、

それぞれの計画と整合性をもって策定する。 

なお、「特定健診等実施計画」は保健事業の中核をなす特定健診及び特定保健指導の具体的な実施方法

を定めるものであることから、データヘルス計画と一体に策定するものとする。 
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【図表１】健康日本 21（第３次）の概念図 
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【図表２】保健事業（健診・保健指導）ＰＤＣＡサイクル 
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評価（ Check） 
生活習慣病の有病者・予備群の減少
生活習慣病関連の医療費の適正化 

【保健指導の評価】 

検査データの改善度、行動目標の達成度、

生活習慣の改善状況等を評価。 

【効率的・効果的な保健指導の実施】 

支援方法・優先順位等を検討。 

対象者のライフスタイルや行動内容の準備

状態にあわせた学習教材を用意。 

確実に行動変容を促す支援を実践。 

【保健指導対象者の明確化】 

【データ分析】 

集団全体の健康問題の特徴をデータから分析。 

【健康問題の明確化】 

集団の優先的な健康問題を選択。 

どのような疾病にどれくらい医療費を要しているか、より高額な医療費の

原因は何か、それは予防可能な疾患なのか等を検討。 

【目標の設定】 
最も効果が期待できる課題を重点的に対応すべき課題として目標を設定。 例
えば、「糖尿病の有病者を＊＊％減少させる」等、できる限り数値目標と
し、事業終了後の評価ができる目標を設定。 
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３．計画期間  

  計画期間は、「高齢者の医療の確保に関する法律」の第 19 条第 1 項において、「特定健康診査等実施計 

画」の第三期計画期間が 6 年一期であることを踏まえ、「鋸南町第 3 期データヘルス計画」は令和 8 年度

から令和 11 年度の 4 年間とする。 

 

４．計画策定の基本方針 

本計画においては、以下の基本方針に基づき策定を進める。 

①鋸南町国民健康保険の特徴を踏まえ、計画を策定する。 

②レセプトデータや特定健康診査の結果などの医療・健康情報を活用し、鋸南町国民健康保険の

健康課題を明確にする。 

③ＰＤＣＡサイクルに基づいた、効果的な保健事業を実施するための計画を策定する。 

④医療・健康情報から抽出した健康課題の解決に向け、関係機関と連携した計画を策定する。 

 

５．実施体制・関係者連携 

安房医師会、安房歯科医師会、千葉県国民健康保険団体連合会や千葉県などの関係機関と連携し

た計画を策定する。 

 

６．計画と SDGs の関係 

SDGs（Sustainable Development Goals）とは、2015 年 9 月の国連サミットで採択された持続可

能な世界を実現するための世界共通の開発目標で、「誰一人取り残さない」世界を目指すために、 

2030 年（令和 12 年）までに目指すべき 17 の大きなゴールと 169 の具体的なターゲットから構成さ

れている。 

本町では、「第２期鋸南町まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、国際社会全体の開発目標であ

る SDGs の目指す方向性と町の取組は、スケールの違いはあっても方向性は同様であるとし、総合戦略

を構成する各分野における施策を実行することで、「ゴール３（健康と福祉）」、「ゴール 10 

（不平等是正）」、「ゴール 17（協同）」の目標達成に寄与するとともに、誰一人取り残さない社会の

実現を目指す。 
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第２章 各論 

１．鋸南町の状況 

（１）人口・被保険者の状況 

図表３の人口構成と高齢化率では、令和 ７年 4 月 1 日時点の人口は ６,６３０ 人である。鋸南 

町の人口を過去５年間で比較すると、総人口、65 歳以上の人口ともに減少しており、令和７年度の高

齢化率は 50.42％となっており、増加傾向である。 

令和６年４月１日時点での国保加入率は、２６.０３％である。６０歳以上の加入率が高く、加

入者の高齢化が進んでいる。国保加入者数を過去４年間で比較すると、加入者数は３６８人減少

し、加入者数、加入率ともに減少している。 

【図表３】人口構成と高齢化率 

 令和3年度 令和 4年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 ７年度 

人口（人） 7,342 7,114 6,958 6,795 6,630 

75 歳以上（人） 1,942 1,938 2,028 2,048 2,078 

65～74 歳（人） 1,605 1,556 1,422 1,340 1,265 

0～64 歳（人） 3,795 3,620 3,508 3,407 3,287 

高齢化率（％） 48.31 49.11 49.58 49.86 50.42 

資料：○○ 

 

【図表４】人口と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：鋸南町人口統計 鋸南町人口統計 
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【図表５】人口及び被保険者数（令和 6 年 4 月 1 日現在） 

 全体 ％ 男性 ％ 女性 ％ 

人口（人） 6,795 100 3,306 48.7 3,489 51.3 

国保被保険者数（人） 1,769 100 907 51.3 862 48.7 

資料：鋸南町人口統計 

 

【図表６】人口構成及び国民健康保険被保険者数（令和 6 年 4 月 1 日現在） 

年齢区分(歳) 
人口（人） 被保険者数（人） 国民健康保険 

 男性 女性  男性 女性 加入率（％） 

0～9 220 114 106 24 11 13 10.91 

10～19 383 224 159 41 20 21 10.70 

20～29 391 190 201 54 33 21 13.81 

30～39 418 222 196 87 47 40 20.81 

40～49 640 326 314 139 80 59 21.72 

50～59 859 435 424 214 113 10 24.91 

60～64 496 255 241 191 95 96 38.51 

65～69 592 305 287 405 205 200 68.41 

70～74 748 375 373 614 303 311 82.09 

75～79 740 355 385 0 - - - 

80～89 966 422 544 0 - - - 

90～99 332 83 249 0 - - - 

100～ 10 0 10 0 - - - 

合計 6,795 3,306 3,489 1,769 907 862 26.03 

資料：鋸南町人口統計 

【図表７】国保加入者の推移  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国保事業年報 

 

2,134 2,036 1,877 1,766 

29.1%

28.6%

27.0%

26.0%

24.0%

24.5%

25.0%

25.5%

26.0%

26.5%

27.0%

27.5%

28.0%

28.5%

29.0%

29.5%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（％）（人）

被保険者数 国保加入率



7  

 （２）平均余命と平均自立期間、死亡の状況 

  令和４年度から令和６年度における平均余命と平均自立期間の状況を示したものである。男性

における平均自立期間は、令和６年度は８０.１年であり、令和４年度と比較して１.２年延びてい

る。女性における平均自立期間は、令和６年度は８３.３年であり、令和４年度比較して２.６年延

伸している。 

 

【図表８】年度・男女別 平均余命と平均自立期間、日常生活に制限がある期間の平均 

 

 

 

 

 

 

 資料：国保データベース（KDB）システム（地域の全体像の把握） 

 

※平均自立期間とは日常生活動作が自立している期間の平均。要介護２以上になるまでの期間。 

※日常生活に制限がある期間の平均とは、要介護２以上の期間。   

 

令和４年度から令和６年度における、主たる死因の状況を年度別に示したものである。がん、心臓

病、脳疾患が高い割合となっている。令和５年度から令和６年度にかけて、がんが約４.９％、腎

不全が約５.１％増加しており、腎不全の割合が急増している。 

 

【図表９】年度別主たる死因の状況 

                             （％） 

 

疾病項目 

鋸南町 県 国 

令和 

4年度 

令和 

5 年度 

令和 

6 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

6 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

6 年度 

がん 41.3 45.1 50.0 50.9 50.1 48.4 50.6 49.9 48.6 

心臓病 33.3 35.2 31.7 27.8 28.6 29.3 27.5 28.1 29.3 

脳疾患 22.7 14.3 11.0 13.1 13.1 13.5 13.8 13.7 13.5 

糖尿病 0 1.1 0 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 2.0 

腎不全 2.7 2.2 7.3 3.1 3.2 3.9 3.6 3.8 3.9 

自殺 0 2.2 0 3.0 2.8 2.7 2.7 2.6 2.7 

資料：国保データベース（KDB）システム（地域の全体像の把握） 
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男性 女性
年度



8  

 

 （３）医療費の状況 

①医療費（入院・入院外）の推移 

医療費（入院・入院外）の推移をみると、令和４年度は増加しているものの、減少傾向にあり、

令和６年度で６.０３億円となっている。 

 

【図表１０】医療費（入院・入院外）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国保データベース（KDB）システム（地域の全体像の把握） 

 

②レセプト件数（入院・入院外）の推移 

レセプト件数（入院・入院外）の推移をみると、減少傾向であり、令和６年度は１７,２２６件

となっている。入院についても令和６年度で５４３件と最も少なくなっている。 

 

【図表１１】レセプト件数（入院・入院外）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国保データベース（KDB）システム（地域の全体像の把握） 
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 ③医療費（入院・入院外）の構成割合 

入院・入院外の件数及び医療費の構成割合をみると、入院の件数は全体の３.２％となっている

が、医療費は全体の５０.６％を占めている。 

【図表１２】レセプト件数と医療費の構成割合（入院・入院外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国保データベース（KDB）システム（地域の全体像の把握） 

 

④１人当たり医療費・１件当たり医療費・受診率 

鋸南町の１人当たり医療費、受診率ともに全国、千葉県、同規模に比べ高くなっている。 

 

【図表１３】１人当たり医療費・受診率（１か月あたり）  
 

 １人当たり医療費（円） 

鋸南町 34,283 

全国 28,858 

千葉県 27,83 

同規模 32,196 

 

資料：国保データベース（KDB）システム 

（健診・医療・介護データからみる地域の健康課題：令和６年度） 
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 ➄年代別１人当たり医療費（入院・入院外） 

年代別１人当たり年間医療費（入院・入院外）をみると、年代によってばらつきはあるが、６０

歳以降で他の年代に比べ高くなっている。 

 

【図表１４】年代別１人当たり医療費（入院・入院外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国保データベース（KDB）システム 

（疾病別医療費分析（生活習慣病）：令和６年

度） 

 

 ⑥高額医療の状況 

３０万円以上の医療費における疾病（主病名）をみると、医療費はその他悪性新生物が最も高く、

統合失調症・統合失調型障害及び妄想性障害、腎不全と続いている。レセプト件数は統合失調症・

統合失調型障害及び妄想性障害が最も多くなっている。 

 

【図表１５】３０万円以上の医療費における疾病（主病名）（上位５疾病）の状況 

最大医療資源疾病名 医療費 レセプト件数 
レセプト１件当たり 

医療費 

その他悪性新生物 5,758,310円 4件 1,439,577円 

統合失調症・統合失調型障害

及び妄想性障害 
4,461,020円 11件 405,547円 

腎不全 3,176,190円 9件 352,910円 

乳房の悪性新生物 1,610,280円 2件 805,140円 

その他皮膚及び皮下組織疾患 1,843,710 3件 614,570円 

 

資料：国保データベース（KDB）システム 

（厚生労働省様式（様式１―１）：令和７年１２月診療分） 
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 ⑦最大医療資源傷病別医療費の状況  

ア 入院 

 入院における最大医療資源傷病別医療費をみると、統合失調症が最も高く、約４,９５８万円、

次いで骨折が約１,３９３万円となっています。 

【図表１６】最大医療資源傷病別医療費（上位１０疾病）【入院】 

最大医療資源傷病名 医療費（円） 
レセプト件数

（件） 
レセプト１件当た
り医療費（円） 

統合失調症 49,580,920 127 390,401 
骨折 13,930,000 21 663,333 
不整脈 13,535,840 12 1,127,987 
関節疾患 10,959,700 11 996,336 
大腸がん 9,693,760 14 692,411 
脳出血 8,739,450 15 582,630 
脳梗塞 7,621,890 6 1,270,315 
肺炎 6,950,790 11 631,890 
慢性腎臓病（透析あり） 6,359,450 6 1,059,908 
糖尿病 5,275,920 15 351,728 
※その他を除く   

資料：国保データベース（KDB）システム（医療費分析（１）最小分類：令和６年度） 

 

イ 入院外 

 入院外における最大医療資源傷病別医療費をみると、糖尿病が最も高く約４,２３１万円、次い

で糖尿病が約３,１１４万円、慢性腎臓病（透析あり）が約２,９１９万円となっています。 

【図表１７】最大医療資源傷病別医療費（上位１０疾病）【入院外】 

最大医療資源傷病名 医療費（円） 
レセプト件数

（件） 
レセプト１件当た
り医療費（円） 

糖尿病 42,318,080 1,457 29,045 
高血圧症 31,141,820 2,272 13,707 
慢性腎臓病（透析あり） 29,192,600 71 411,163 
関節疾患 22,773,570 725 31,412 
脂質異常症 12,278,840 966 12,711 
不整脈 12,092,220 301 40,173 
統合失調症 12,046,600 345 34,918 
肺がん 10,001,810 47 212,804 
乳がん 6,963,210 78 89,272 
緑内障 6,669,010 658 10,135 
※その他を除く   

資料：国保データベース（KDB）システム（医療費分析（１）最小分類：令和６年度） 
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⑧生活習慣病における医療費の推移 

生活習慣病における医療費の推移をみると、医療費の総額は令和４年度をピークに減少傾向

であり、令和６年度で約２.１億円となっている。被保険者１人当たり医療費は令和６年度で１

２９,６６６円となっている。 

【図表１８】生活習慣病における医療費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国保データベース（KDB）システム（疾病別医療費分析（生活習慣用））※筋・骨格、精神を除く 

 

 

 ⑨生活習慣病における年代別被保険者１人当たり医療費 

３０歳以上の生活習慣病における年代別被保険者１人当たり医療費をみると、医療費の推移

をみると、６０～６４歳で上昇し、７０～７４歳では２０４,９８２円となっている。 

【図表１９】生活習慣病における年代別被保険者１人当たり医療費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国保データベース（KDB）システム（疾病別医療費分析（生活習慣病）：令和６年度） 

※筋・骨格、精神、その他を除く 
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 ⑩入院における生活習慣病の状況 

３０歳以上の入院における生活習慣病の状況をみると、レセプト件数、医療費ともがんの件

数が最も多くなっている。次いで脳出血、脳梗塞となっている。レセプト１件当たり医療費に

ついては、脳梗塞が最も高く、次いで心筋梗塞、がんとなっている。 

 

【図表２０】入院における疾病別件数・医療費（３０歳以上） 

疾病名 
レセプト件数 医療費 レセプト１件

当たり医療費
（円） （件） 

構成比
（％） 

（円） 
構成比
（％） 

生
活
習
慣
病 

がん 47 8.8 42,531,140 14.2 904,918 
脳出血 15 2.8 8,739,450 2.9 582,630 
脳梗塞 6 1.1 7,621,890 2.5 1,270,315 
糖尿病 15 2.8 5,275,920 1.8 351,728 
狭心症 6 1.1 3,757,860 1.3 626,310 
高血圧症 7 1.3 3,573,270 1.2 510,467 
心筋梗塞 1 0.2 976,980 0.3 976,980 
脂質異常症 0 0.0 0 0.0 0 
動脈硬化症 0 0.0 0 0.0 0 
高尿酸血症 0 0.0 0 0.0 0 
脂肪肝 0 0.0 0 0.0 0 

生活習慣病計  97 18.1 72,476,510 24.2 747,181 
その他の疾病  439 81.9 227,395,440 75.8 517,985 

資料：国保データベース（KDB）システム（疾病別医療費分析（生活習慣病）：令和６年

度） 

                               ※筋・骨格、精神を除く 
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 ⑪入院外における生活習慣病の状況 

３０歳以上の入院外における生活習慣病の状況をみると、レセプト件数は高血圧症が最も多

く、次いで糖尿病、脂質異常症となっている。医療費については、糖尿病が最も多く次いでが

ん、高血圧症となっている。レセプト１件あたり医療費については、がんが最も高く、次いで

心筋梗塞、糖尿病となっている。 

【図表２１】入院外における疾病別件数・医療費（３０歳以上） 

疾病名 
レセプト件数 医療費 レセプト１件

当たり医療費
（円） 

（件） 
構成比
（％） 

（円） 
構成比
（％） 

生
活
習
慣
病 

糖尿病 1,635 10.3 47,386,730 12.0 28,983 
がん 493 3.1 43,113,940 10.9 87,452 
高血圧症 2,272 14.3 31,141,820 7.9 13,707 
脂質異常症 966 6.1 12,278,840 3.1 12,711 
狭心症 81 0.5 1,759,930 0.4 21,728 
脳梗塞 86 0.5 1,439,500 0.4 16,738 
脂肪肝 67 0.4 1,222,450 0.3 18,246 
動脈硬化症 21 0.1 380,740 0.1 18,130 
心筋梗塞 4 0.0 161,460 0.0 40,365 
脳出血 10 0.1 115,030 0.0 11,503 
高尿酸血症 15 0.1 113,390 0.0 7,559 

生活習慣病計 5,650 35.6 139,113,830 35.2 24,622 
その他の疾病 10,240 64.4 255,703,520 64.8 24,971 

資料：国保データベース（KDB）システム（疾病別医療費分析（生活習慣病）：令和６年

度） 

                               ※筋・骨格、精神を除く 

 

 ⑫人工透析等の状況 

人工透析患者数の状況をみると、横ばいで推移しており、令和７年で８人となっている。糖

尿病性腎症患者数は年によって増減があり、令和７年で２２人となっている。糖尿病患者に占

める糖尿病性腎症患者の割合は令和７年で９.１％となっている。 

【図２２】人工透析患者、糖尿病成人症患者数の推移 

 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 

人工透析患者（人） 8 8 10 8 

糖尿病患者（人） 320 279 288 241 

糖尿病性腎症患者（人） 29 24 34 22 

糖尿病患者に占める糖尿病

性腎症患者の割合（％） 
9.1 8.6 11.8 9.1 
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資料：国保データベース（KDB）システム（厚生労働省様式（様式３－１）：各年４月診療分） 

 （４）介護の状況 

鋸南町の介護認定の状況をみると、１号認定率は ２１.８％であり、県、同規模、国より高い

状況である。１件当たりの介護給付費は、６９,４５５円となっており、県の約１.２倍となって

いる。また、要介護認定者医療費は、県、同規模、国より低い状況である。 

 

【図表 ２３】介護認定の状況 

 鋸南町 県 同規模 国 

１号認定率 21.8％ 18.9％ 19.2％ 20.1％ 

新規認定率 0.3％ 0.4％ 0.3％ 0.3％ 

２号認定率 0.7％ 0.4％ 0.3％ 0.3％ 

１件当たり介護給付費（円） 69,455 円 57,692 円 75,871円 59,725 円 

要介護認定者医療費 

40歳以上（医科） 
8,420円 9,083 円 9,724 円 8,958 円 

資料：国保データベース（KDB）システム（地域の全体像の把握：令和６年度） 

 

要介護認定者の有病状況をみると、糖尿病、脂質異常症、脳疾患は県、同規模、国よりも低

くなっている。一方、高血圧症および心臓病は県、同規模、国より高くなっている。 

 

【図表 ２４】要介護認定者の有病状況 

 

 鋸南町 県 同規模 国 

糖尿病 21.9％ 24.0％ 23.4％ 24.8％ 

高血圧症 58.6％ 51.1％ 54.5％ 53.7％ 

脂質異常症 33.0％ 31.8％ 31.2％ 33.9％ 

心臓病 64.2％ 57.8％ 61.3％ 60.8％ 

脳疾患 19.2％ 20.4％ 22.5％ 21.7％ 

筋・骨格 50.9％ 51.2％ 55.2％ 54.3％ 

資料：国保データベース（KDB）システム（地域の全体像の把握：令和６年度） 
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 （５）特定健康診査の状況 

①特定健康診査の受診率の推移 

鋸南町の特定健診受診率はやや増加傾向で推移しており、令和６年度では３４.８％となって

いる。千葉県に比べ低い水準で推移している。 

 

【図表２５】特定健康診査の受診率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：特定健康診査・特定保健指導における法定報告結果集計情報 

 

 

【図表２６】性別年代別特定健康診査の受診率 
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資料：国保データベース（KDB）システム（健診・医療・介護からみる地域の健康課題） 

   ②特定保健指導の実施状況 

 特定保健指導対象者の推移をみると、動機づけ支援対象者、積極的支援対象者数ともに横ばいで推移

しており、令和６年度で動機づけ支援対象者数５３名、積極的支援対象者数１３名となっている。 

【図表２７】特定保健指導の対象者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                資料：国保データベース（KDB）システム（地域の全体像の把握） 

   

 特定保健指導実施者数の推移をみると、動機づけ支援実施者数、積極的支援実施者数ともに増加傾向

にあり、令和６年度で動機づけ支援者数は１５人、積極的支援実施者数は５人となっている。 

  

【図表２８】特定保健指導の実施者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国保データベース（KDB）システム（地域の全体像の把握） 

 

特定保健指導実施率の推移をみると、動機づけ支援実施率、積極的支援実施率ともに増加してお

り、令和６年度で動機づけ支援実施率は２８.３％、積極的支援実施率は３８.５％となっている。 
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【図表２９】特定保健指導実施率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：国保データベース（KDB）システム（地域の全体像の把握） 

 

 ③特定健康診査における有所見者の状況 

 特定健康診査における有所見者の状況をみると、千葉県と比べ、メタボ割合（２１.６％）は

低くなっているものの、予備群割合（１３.９％）が高くなっている。また、腹囲（３７.

７％）、血糖（１.１％）、血圧（１０.３％）、血糖・血圧（４.３％）、血糖・血圧・脂質

（８.８％）については、千葉県に比べ基準値超割合が高くなっている。 

 

【図表３０】特定健康診査における有所見者の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国保データベース（KDB）システム（健診・医療・介護からみる地域の健康課題：令和６年度） 
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 ④健診データのうち健診有所見者の状況 

健診有所見状況をみると、BMI、 腹囲、中性脂肪、HDL-C、空腹時血糖、HbA1c、収縮期血

圧、拡張期血圧、LDL-C、眼底検査の項目で国、県より高くなっている。特に、空腹時血糖は県

と比べ約１.７倍、眼底検査が２.４倍と有所見者の割合が高くなっている。 

 

【図表３１】健診有所見者状況 

  

総数 

  

  

受診者 

（人） 

BMI 腹囲 中性脂肪 GPT HDL-C 

25 以上 85 以上 150 以上 31 以上 40 未満 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

県 297,939 82,307 27.6 106,683 35.8 38,849 13.0 40,827 13.7 10,206 3.4 

国 6,404,802 1,753,206 27.4 2,268,734 35.4 870,039 13.6 931,391 14.5 235,711 3.7 

鋸

南

町 

合計 467 149 31.9 176 37.7 91 19.5 67 14.3 20 4.3 
（再掲） 

40-64 歳 
135 46 34.1 47 34.8 19 14.1 24 17.8 7 5.2 

（再掲） 

65-74 歳 
332 103 31.0 129 38.9 72 21.7 43 13.0 13 3.9 

 

  

総数 

  

空腹時血糖 HbA1c 収縮期血圧 拡張期血圧 

100 以上 5.6 以上 130 以上 85 以上 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

国 65,240 21.9 3,770,258 58.9 2,907,202 45.4 1,373,345 21.4 

県 1,548,059 24.2 179,670 60.3 136,177 45.7 61,728 20.7 

鋸

南

町 

合計 192 41.1 355 76.0 270 57.8 114 24.4 

（再掲） 

40-64 歳 
36 26.7 79 58.5 61 45.2 36 26.7 

（再掲） 

65-74 歳 
156 47.0 276 83.1 209 63.0 78 23.5 

 

  

総数 

  

LDL-C ｸﾚｱﾁﾆﾝ eGFR 
眼底検査 

120 以上 1.3 以上 60 未満 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

国 3,185,230 49.7 84,199 1.3 1,425,686 22.3 1,194,549 18.7 

県 148,865 50.0 3,777 1.3 69,179 23.2 36,906 12.4 

鋸

南

町 

合計 241 51.6 5 1.1 101 21.6 139 29.8 

（再掲） 

40-64 歳 
67 49.6 1 0.7 21 15.6 26 19.3 

（再掲） 

65-74 歳 
174 52.4 4 1.2 80 24.1 113 34.0 

 

資料：国保データベース（KDB）システム（厚生労働省様式（様式５－２）：令和６年度） 
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 ➄質問票からみた生活習慣の状況 

質問票からみた生活習慣の状況をみると、１回３０分以上の運動なし（６３.８％）、１日１時間

以上運動していない（５３.５％）、歩行速度が遅い（６４.７％）、かみにくいことがある（２４.

０％）、毎日飲酒（２１.２％）、飲酒量１～２合（３４.１％）、２～３合（１０.６％）、３～５

合（６.９％）、５合以上（１.３％）の項目で千葉県より高くなっている。また、生活習慣改善で改

善意欲あり（３１.５％）は千葉県、同規模、国に比べて高くなっている。 

 

【図表３２】質問票からみた生活習慣の状況 

 鋸南町 千葉県 同規模 国 

喫煙する 12.2％ 12.4％ 15.0％ 14.0％ 

20歳時体重から10ｋｇ以上増加した 38.3％ 36.1％ 36.6％ 35.9％ 

1回30分以上の運動習慣なし 63.8％ 56.8％ 64.9％ 60.2％ 

1日1時間以上運動していない（日常

生活で歩行または同等の身体活動） 
53.5％ 44.4％ 47.1％ 47.9％ 

歩行速度が遅い 64.7％ 47.4％ 55.0％ 50.5％ 

食事速度が速い 23.8％ 25.8％ 26.4％ 27.1％ 

咀嚼 何でも 75.4％ 80.3％ 76.8％ 79.8％ 

 かみにくい 24.0％ 19.0％ 22.2％ 19.5％ 

週3回以上就寝前に夕食 15.8％ 16.1％ 16.6％ 16.2％ 

週3回以上朝食を抜く 8.6％ 10.8％ 9.1％ 11.0％ 

飲酒頻度 毎日飲酒 21.2％ 17.1％ 20.9％ 19.3％ 

 週５～６日 5.6％ 7.0％ 6.8％ 7.3％ 

 週３～４日 6.4％ 7.4％ 7.2％ 7.2％ 

 週１～２日 6.2％ 8.0％ 7.1％ 8.1％ 

 月に１～３日 6.0％ 7.7％ 7.0％ 7.7％ 

 月に１日未満 7.7％ 7.1％ 5.8％ 7.0％ 

 やめた 4.5％ 3.7％ 3.5％ 3.6％ 

 飲まない 42.4％ 41.9％ 41.7％ 39.9％ 

1日飲酒量 １合未満 47.2％ 63.7％ 56.1％ 60.4％ 

 １～２合 34.1％ 23.9％ 28.8％ 25.5％ 

 ２～３合 10.6％ 9.3％ 11.0％ 10.1％ 

 ３～５合 6.9％ 2.6％ 3.4％ 3.1％ 

 ５合以上 1.3％ 0.5％ 0.8％ 0.7％ 

睡眠不足 29.6％ 26.6％ 27.0％ 27.9％ 

運動や食生活等の生活習慣の改善意

欲がある 
31.5％ 26.7％ 28.7％ 28.7％ 

 

資料：国保データベース（KDB）システム（厚生労働省様式（様式５－２）：令和６年

度） 
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 ⑥特定健診受診者における受診勧奨対象者の経年推移 

血糖・血圧の受診勧奨対象者の経年推移を検査値ごとにみる。令和６年度において、血圧で

は、Ⅰ度高血圧以上の人は１８９人で特定健診受診者の ３７.１％を占めており、令和元年度と

比較すると割合は減少している。血糖値では HbA1c6.5%以上の人は６２人で特定健診受診者の 

１２.２％を占めており、経年でみると横ばいで推移している。 

 

【図表３３】特定健診受診者における受診勧奨対象者の経年推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国保データベース（KDB）システム（介入支援対象者の絞り込み（栄養・重症化予防）より作成） 

※血圧の定義 Ⅰ度高血圧とは、収縮期血圧 140-159mmHg かつ/または拡張期血圧 90-99mmHg 

  Ⅱ度高血圧とは、収縮期血圧 160-179mmHg かつ/または拡張期血圧 100-109mmHg 

  Ⅲ度高血圧とは、収縮期血圧 180mmHg 以上かつ/または拡張期血圧 110mmHg 以上 

R3 R4 R5 R6
人数(人） 割合 人数(人） 割合 人数(人） 割合 人数(人） 割合

特定健診受診者数 544 - 553 - 555 - 510 -
Ⅰ度 167 30.7% 177 32.0% 154 27.7% 145 28.4%
Ⅱ度 44 8.1% 41 7.4% 43 7.7% 33 6.5%
Ⅲ度 16 2.9% 14 2.5% 9 1.6% 11 2.2%
合計 227 41.7% 232 42.0% 206 37.1% 189 37.1%
6.5~6.9 35 6.4% 43 7.8% 33 5.9% 36 7.1%
7.0~7.9 22 4.0% 24 4.3% 20 3.6% 21 4.1%
8.0~ 7 1.3% 4 0.7% 4 0.7% 5 1.0%
合計 64 11.8% 71 12.8% 57 10.3% 62 12.2%

血圧

血糖
HbA1c
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２．第２期データヘルス計画の振り返り 

（１）第２期データヘルス計画の目標評価・考察 

第２期データヘルス計画における主な保健事業について、下記のとおり評価した。 

評価について 

目標値と比較して下記の４段階で評価 

a.改善している b.変わらない c.悪化している d.評価困難 

 

【図表３４】保健事業の目標値と実績値及び評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  総合評価と今後の方向性 

鋸南町の入院外の医療費では、糖尿病、高血圧症、慢性腎臓病（透析あり）が上位を占め

ていることから、糖尿病および高血圧症の重症化予防が最優先課題である。 

 健診後の結果説明会として集団検診後に実施しているが、参加者数は横ばいで少ない。生

活習慣病予防講座参加者には健診結果の見方や運動の効果、減塩の取り組み方など意識づけ

はできたが、参加者数が少ないことが課題である。いずれも参加者が増加するような周知方

法、内容の検討が必要である。 

 血圧や糖尿病の重症化が懸念される対象者に対する受診勧奨では、通院中の方も多く保健

指導につながらないことが多いことから、アプローチの仕方を検討する必要がある。高血圧

や糖尿病の重症化予防も同様であり、保健指導の実施件数を増やせるよう事業の検討をして

いく。 

 特定健診の受診率は増加傾向であり、電話による受診勧奨やAIを活用した受診勧奨などの

取組みは継続していく必要がある。特に毎年受診の方を増やすため、電話による勧奨は効果

的であるものの、マンパワーも必要である。また、通院中の特定健診未受診者を受診につな

げるため、医療機関との連携の強化が課題である。 

対策（事業） 項目 目標値 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 評価
結果説明会 参加者数（人） 48 41 34 40 ｄ
血圧や糖尿病の重症
化が懸念される対象
者に対する受診勧奨

参加者数（人） - 32 13 19 ｄ

講演会 参加者数（人） - 37 34
栄養教室 参加者数（人） 13 20 17
運動教室 参加者数（人） - 26 ①19②28 38

特定健診 受診率（％）
60％以上
（R元年度28.4％）

30.7 33.2 35.5 34.8 a

特定保健指導 受診率（％）
60％以上
（R元年度14.3％） 0 12.1 18.8 30.3

a

人間ドック助成事業 助成者（人） - 45 62 69 57 d

56
生活習慣病予防教室

-

ｄ
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３．データヘルス計画の取組 

（１）第３期データヘルス計画の目指す姿 

令和３年度から令和７年度までの５か年を計画とする第２期データヘルス計画では、「特定健診

を受診し、生活習慣改善に向けた行動変容を促進することにより、生活習慣病の発症とその重

症化を予防し、健康寿命の延伸を図る」ことを目指し、事業を推進してきた。 

第３期データヘルス計画においても、この方向性を基盤とし、目指す姿を設定する。 

 

目指す姿 

健康課題の解決により、生活の質（ＱＯＬ）を高め、健康格差を縮小し、医療費の適正化や

健康寿命の延伸を図り、「ともに支えあい、健康寿命をのばし、心身ともに誰もが安心して生活

できる鋸南町」を目指すため、以下の事業を実施する。 

 

（２）保健事業等の実施 

健康課題としては、入院での医療費では悪性新生物（がん）が最も多く、がん検診の受診率

向上による早期発見・早期治療が重要である。また、高血圧症・糖尿病・脂質異常症などの生

活習慣病が多く、医療費への影響も大きいため、健康教育や保健指導の充実を図り、発症・重

症化予防を進める必要がある。また、運動不足や生活習慣に起因する疾病や骨粗しょう症など

により要介護状態になることを防ぐため、ロコモティブシンドロームやサルコペニア、フレイ

ルの観点を含めた運動や食生活などの総合的な対策が必要である。 

これらの健康課題を解決し目指す姿を実現するため、各種保健事業を実施し、以下に、保健

事業の内容及び評価指標と目標数値を示す。 

生活習慣病の予防及び重症化予防の取組をポピュレーションアプローチとハイリスクアプロ

ーチの２つの視点から事業を実施する。 

また、生活習慣病は自覚症状がないため、健診の機会の提供と健康状態に応じた保健指導の

実施も重要となることから、特定健診受診率及び特定保健指導実施率の向上に努める。その実

施にあたっては、「第４期特定健康診査等実施計画」に準ずるものとする。 

生活習慣病予防の重要性を広く周知するとともに、医療費等の情報発信、地域全体で健康づ

くりに取り組みやすい環境をつくるための仕組みづくりを推進する。 

なお、実施する保健事業は、各年度において内容の見直しなどを行い、ＰＤＣＡサイクルに

沿った効果的・効率的な事業実施を推進する。 

 

①特定健診未受診者対策事業（継続） 

新規受診者および継続受診者の増加を図るため、受診勧奨を実施するとともに、医療機関との

連携を強化し、検査結果連絡票の活用を図り、受診率向上を目指す。 

◆事業内容 

１．特定健診受診率の向上のため、属性を考慮して対象者を抽出し、ハガキや電話による受診勧

奨を実施するほか、対象者の健診受診状況調査や未受診の理由に係る分析を推進する。 
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２．検査結果連絡票の活用を図るため、医療機関との連携を強化する。 

３．特定健診の周知強化を図るため、町広報誌等への掲載、公共機関へのポスター掲示や地区活

動での情報提供を推進する。 

 

②特定保健指導実施率向上事業（継続） 

１人でも多くの皆様が生活習慣の改善に取り組めるよう、生活習慣病に関する知識や生活習慣改

善の重要性について、保健指導を実施する。 

◆ 事業内容 

１．集団健診時に結果説明会の案内や特定保健指導の案内を実施する。 

２．個別健診受診者は、結果送付時に結果説明会の案内や特定保健指導の案内を実施する。 

３．健診結果をもとに、自分の体の状態を知り、生活習慣との関連を理解することで、疾病予

防、生活習慣病予防へ取り組むための保健指導を実施する。 

４．特定保健指導率向上のため、特定保健指導対象者に対し電話・訪問等により受診勧奨を行

う。 

 

③短期人間ドック等費用助成事業（継続） 

人間ドック等の検査費用の一部助成を実施し、疾病の早期発見、早期治療を促すことにより、医

療費の適正化を図る。 

◆事業内容 

１．国保被保険者に対し、人間ドック検査費用の一部助成を実施する。 

 

④生活習慣病予防に関する普及啓発（継続） 

高血圧や糖尿病などによる生活習慣病のリスク等、各種教室を通して普及啓発を行う。 

◆事業内容 

１．生活習慣病予防講座（講演会・運動教室・栄養教室）を開催する。 

２．生活習慣病予防を目的とした運動教室を開催する。 

３．ロコモティブシンドローム予防やサルコペニア予防、フレイル予防のための教室を開催す

る。 

 

➄生活習慣病の重症化予防（継続） 

ア．医療機関への受診勧奨事業 

生活習慣病の重症化を予防するため、特定健診の結果から、精密検査が必要な者に対する医療

機関への受診勧奨を実施し、生活習慣病の早期の治療開始を促す。 

◆事業内容 

１．対象者に対し、通知の送付、電話、訪問等により医療機関への受診勧奨を実施する。 
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イ．重症化予防事業 

特定健診の結果から、生活習慣病が重症化するリスクの高い者を抽出し、医療機関との連携の

もと、糖尿病性腎症や慢性腎臓病（ＣＫＤ）が重篤な状態に進行・重症化しないよう、専門職が

受診勧奨、保健指導を実施する。 

◆事業内容 

１．糖尿病性腎症、慢性腎臓病（ＣＫＤ）の重症化予防を目指し、生活習慣改善に向けた保健指

導を実施する。 

２．未受診者・治療中断者に対して、受診勧奨や保健指導を実施する。 

 

⑥がん検診の受診勧奨 （継続） 

死亡原因第１位を占めるがんの早期発見・早期治療を促進するため、各種がん検診の受診を勧

奨する。 

◆事業内容 

１．特定健康診査の受診票とともにがん検診についての案内を同時に送付する。 

２．集団検診においてがん検診を同時に実施し、特定健診の受診と一緒にがん検診の受診を勧奨

する。 

 

⑦重複・多剤服薬者対策事業（継続） 

服薬者の重篤な健康状態の回避と不要な薬剤の処方を抑制することにより医療費の削減を図るた

め、適正な服薬を推進する。 

◆事業内容 

１．重複服薬などを行うことによるリスクやお薬手帳の活用に関する普及啓発を実施する。 

２．重複・多剤服薬者の把握を行い、専門職による適正服薬指導を実施する。 

 

（３）数値目標 

目指す姿の実現のため、事業実施を踏まえ、数値目標を以下のとおり設定する。 

   

◇目標の設定 

目
標 

評価指標 基準値 目標値 

平均自立期間の延伸 

（健康寿命の延伸） 

男性 【令和６年度】80.1 歳 【令和 11 年度】延伸 

女性 【令和６年度】83.3 歳 【令和 11 年度】延伸 

特定健診受診率 【令和６年度】34.8 ％ 【令和 11 年度】60.0 % 

特定保健指導実施率 【令和６年度】30.3 ％ 【令和 11 年度】60.0 % 

積極的支援実施率 【令和６年度】38.5 ％ 【令和 11 年度】60.0 % 

動機づけ支援実施率 【令和６年度】28.3 ％ 【令和 11 年度】60.0 % 

HbA1c6.5%以上の割合 【令和６年度】10.4 ％ 【令和 11 年度】減少 
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Ⅰ度高血圧以上の割合 【令和６年度】26.7 ％ 【令和 11 年度】減少 
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資料編 

用語集 

腎不全 腎炎などの病気で、血液を濾過する「糸球体」の網の目がつまってしまうと腎臓の機

能がおち、老廃物を十分排泄できなくなる。このような状態を腎不全という。また、 

腎臓の働きが正常の 30％以下に低下した状態をいう。 

高血圧性疾患 高血圧があると、心臓は絶えず強い圧力をかけて血液を送り出さなくてはなら

ず、 筋肉が厚くなって心肥大を起こす。さらに高血圧が続くと、徐々に心臓は疲弊

し、その結果、心臓のポンプ機能が低下し、心不全を起こすようになる。このよう 

に、高血圧が原因で心臓に障害の起きた状態を高血圧性心疾患という。 

統合失調症 幻覚や妄想、興奮などの激しい症状のほかに、意欲の低下や感情の起伏の喪失、引き 

こもりなどの精神症状を呈する疾患である。 

BMI BMI=（体重 kg）÷（身長 m）２は肥満の指数で、体脂肪率とも相関している。肥満は 

生活習慣病の原因となり、BMI=25 以上は注意が必要である。 

腹囲 内臓脂肪の蓄積のめやすで、男性は 85cm 以上、女性は 90cm 以上である場合、内 

臓脂肪面積（腹部 CT 画像）100cm2 以上に相当する。 

中性脂肪 体内で最も多い脂肪で、糖質がエネルギーとして脂肪に変化したもの。過食過飲や運

動不足で上昇し、高い状態が続くと皮下脂肪や内臓脂肪になって体重が増加したり、 

動脈硬化を進展させたり、脳梗塞や心筋梗塞の原因になる。 

GPT 蛋白質の元となるアミノ酸を合成する酵素で、主に肝臓に多く含まれているため、肝 

機能検査として重要な項目である。 

HDL-C 善玉コレステロールといわれるもので血管にたまったコレステロールを肝臓に運び、 

動脈硬化を予防する働きがある。運動することで増加し、喫煙で低下する。 

血糖値 血液内のブドウ糖の濃度であり、体のエネルギー源として大切な役割をしている。主 

にインスリンというホルモンにより、血糖値は一定の範囲内にコントロールされてお

り空腹時 109mg/dl 以下が標準である。 

HbA1c ブドウ糖と結合した赤血球ヘモグロビンの割合。過去 1～2 カ月間の平均的血糖値を 

反映するので、糖尿病患者の血糖値コントロールの評価に用いる。 

尿酸 蛋白質の一種であるプリン体が代謝される際に生じるもので、飲酒や肉食、腎機能障

害時に上昇する。高い状態が続くと、血液中に尿酸があふれ、高尿酸血症から痛風や 

尿路結石、腎臓障害などが起こる。 

血圧 心臓が収縮し血液を送り出す時の血圧を最高血圧、拡張した時の血圧を最低血圧という。

収縮期（最高）/拡張期（最低）が 130/85mmHg 未満を「正常血圧」、120/80mmHg 未満を 

「至適血圧」としている。肥満や運動不足、ストレス、過飲が高血圧の原因になりやす 

く、放置すると動脈硬化が進行し、脳卒中や心筋梗塞、腎障害の原因になる。 

LDL-C 肝臓で合成されたコレステロールを末梢へ輸送をしている悪玉のコレステロールであ 

り、動脈硬化を進行させ、脳梗塞や心筋梗塞の原因となる。 

eGFR(推定腎糸球

体濾過量) 

年齢、性別、血清クレアチニン値から算出される数値で、腎機能障害の指標となる。

腎臓が老廃物を尿へ排出する能力を示しており、この値が低いほど腎臓の動きが悪 

い。 
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